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申請書・各種様式(通所介護)

〈指定・更新申請等〉
・01_指定（更新）申請に係る自己点検表(改）
・02_第１号様式_指定（許可）申請書（改）
・03_第１０号様式_指定（許可）更新申請書（改）
・04_付表６_通所介護事業所の指定に係る記載事項(改）
・05_参考様式１_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・06_社会福祉主事任用資格に関する科目の修得証明書（県参考様式）
・07_就任承諾書（県参考様式）
・08_申請者組織体制図（県参考様式）
・09_参考様式２_平面図（改）
・10_参考様式３_設備・備品等一覧表（改）
・11_運営規程（参考例）
・12_参考様式４_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（改）
・13_参考様式６_誓約書
・14_建築物関連法令協議記録報告書（協議先一覧表付）
・15_指定更新申請に係る書類等省略に関する申告書
・16_共生型居宅サービスの指定申請に係る書類等省略に関する申告書
・17_社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票（様式第１号の２）
〈体制届出書〉
・18_別紙２_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(改）
・19_別紙１_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表）（改）
・20_事業所規模に係る届出書（通所介護事業所)（別紙３－１）
・21_感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式

（別紙４）
・22_別紙２７_生活相談員配置等加算に係る届出書
・23_中重度者ケア体制加算に係る確認表（県参考様式）
・24_別紙２９_認知症加算に係る届出書（改）
・25_別紙１２－３_サービス提供体制強化加算に関する届出書（改）
・26_サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－３付表）
・27_有資格者等の割合の参考計算書(参考様式７）
・28_別紙５_指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定

について(改）
・29_ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（別紙１９）
〈サテライト関係〉
・30_サテライト事業所利用計画書（別紙様式）
・04_付表６_通所介護事業所の指定に係る記載事項（通所介護事業を事業所所在地以

外の場所で一部実施する場合の記載事項）(改）
・19_別紙１_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場

所で一部実施する場合の出張所等の状況）（改）
〈変更・廃止・休止・再開届出書〉
・31_第３号様式変更届出書（改）
・32_第３号の２様式_再開届出書（改）
・33_第４号様式廃止（休止）届出書（改）
〈宿泊サービスに関する届出書〉
・34_指定通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する届出書（別紙様式）
〈業務管理体制に関する届出書〉
・35_業務管理体制届出書（様式第１０号）
・36_業務管理体制届出事項変更届出書（様式第１１号）
〈参考〉
・37_（参考）社会福祉主事指定科目読み替え検索システム（ver.2.2）



１ 指定通所介護の指定
介護保険法に定める指定通所介護を実施しようとする場合には、岡山県知事に対する

指定申請及び体制等の届出が必要となります。
その際、岡山県知事が定める人員、設備及び運営に関する基準を満たしていることが

必要であり、指定を受けてサービスを提供する場合は運営基準に従う必要があります。

【主な関係法令】
・介護保険法（平成9年法律第123号）
・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）
・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
↓ （平成11年厚生省令第37号）

※介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定め
る条例 （平成24年岡山県条例第62号）

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成11年老企第25号）
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療
養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について （平成12年老企第36号）

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年老企第54号）
・指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービ
スを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

(平成27年老振発・老老発・老推発第0430第１号)

※上記の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でもご確認ください。
文献：介護報酬の解釈（発行：社会保険研究所）
１単位数表編：「青本」、 ２指定基準編：「赤本」、３ＱＡ・法令編：「緑本」

【介護保険に関する情報】
☆厚生労働省
・介護・高齢者福祉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis
ha/index.html

・法令等データベースシステム
https://www.mhlw.go.jp/hourei/

・介護サービス関係Ｑ＆Ａ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis
ha/qa/index.html

☆総務省 法令データ提供システム https://elaws.e-gov.go.jp/
☆岡山県子ども・福祉部福祉企画課指導監査室ホームページ（運営：岡山県）
各種様式については、指導監査室のホームページからダウンロードが可能。
https://www.pref.okayama.jp/page/571268.html
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２ 指定・更新申請等
指定通所介護の新規指定を受けようとする場合は「指定（許可）申請書（第１号

様式）」、指定更新の場合は、「指定（許可）更新申請書（第１０号様式）に必要な書

類を添付して、事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課（事業者(第一）班）（P

47参照）へ指定・更新申請を行います。新規指定の場合は体制等届出もあわせて行

います。

指定申請・体制等届出の事務の流れは次のとおりです。

(例) １０月１日指定の場合

○指定申請 開始月の前々月末日まで 原則１日から事業開始

事前相談 → 指定申請書等受付 → 審査 → 申請書等受理 → 指定通知
県民局 県民局 本庁 本庁 本庁

７月に事前相談 ８月末が申請期限 9月末頃指定通知書発送

例) １０月１日から届出が必要な加算を新たに算定する場合

○体制等届出 算定月の前月１５日まで 原則１日から算定開始

事前相談 → 体制届出書等受付 → 審査 → 届出書等受理 → 受理通知
県民局 県民局 本庁 本庁 本庁

（１）事前相談
新規申請書提出期限の月までには次の事項に留意の上、できるだけ事前相談を

行ってください。
①相談先 事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）
②資 料 従業者の予定人員や事業所の設備（所在地、平面図等)を確認できる
もの。
③相談者 必ず事業者（管理者予定者など事業所運営について責任をもって回答
等が出来る方）が来局してください。
コンサルタントや建築・設計業者のみでの相談は受け付けていません。

④予 約 必ず事前に電話で県民局担当者に相談時間を予約の上、来局してくだ
さい。

（２）申請書提出先及び提出部数
事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ１部提出
事業者の方は、必ず提出書類の控えをとるようにしてください。

（３）申請から指定までの日数
「指定申請」
申請書類を県民局へ提出してから、おおむね１ヶ月の審査期間（注）を要します。
当月末日までに申請した場合は、翌々月１日から事業を開始できます。
「体制等届出」
届出書類を県民局へ提出してから、おおむね２週間の審査期間（注）を要します。
当月１５日までに届出した場合は翌月１日から、１６日以降に届出した場合は、
翌々月１日から算定を開始できます。
(注) 審査期間については、事業者の方が書類等の不備を補正している期間は除
かれます。このため、事業開始予定日での指定を希望する場合は、余裕をもっ
て（申請書提出期限の１週間前が望ましい）申請書等を提出してください。

※ 新規指定申請の場合は、指定申請書と体制等届出書を同時に提出してください。
（添付書類等は全て完備していること。）

2



（４）通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを行う場合の届出等
指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサー
ビス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する場合は、介護保険外の自主事業
ですが、宿泊サービスの内容を指定権者に届け出るものとされています。
届出が必要な場合は、以下のとおりです。

届出が必要なとき 提出期限

すでに宿泊サービスを提供している場合 速やかに

新たに宿泊サービスを提供する場合 宿泊サービスの提供開始前
（再開の場合を含む。）

届け出た内容を変更する場合 変更後１０日以内

届け出た宿泊サービスを休止し、又は廃止する場合 休止又は廃止の１月前まで

〇届出方法…所定の様式１部を、所管の県民局に提出してください。
※添付書類は不要です。様式は全ての場合に共通です。
※受理通知書は発行しませんが、届出書の写しを持参された場合、受付印を押
印してお返しすることは可能です。

〇宿泊サービスの運営は、厚生労働省の指針「指定通所介護事業所等の設備を利
用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人
員、設備及び運営に関する指針について」に沿って行ってください。

（５）指定申請書の内容に変更がある場合の取扱い

指定申請を行ってから、指定（開設）日までの間に、やむを得ない事情により、

指定申請書に記載した内容（従業者等）を変更する場合は、早急に申請書類を提

出した県民局に連絡し、指示に従ってください。

申請内容の変更に伴い指定基準等を満たせなくなった場合は、指定申請書を取

り下げ、再度、指定申請を行う必要があります。

また、指定申請内容の変更を連絡することなく事業を開始した場合、虚偽の指

定申請として行政処分を受ける場合もありますので、十分ご注意ください。

（６）提出書類
【留意事項】
※１ 必要に応じて、下記記載の添付書類の他に書類を求めることがあります。
※２ 指定更新申請時、下記の提出書類欄に【▼】の表示がある添付書類につ
いては、指定申請、更新申請、変更届等により、既に県に提出している事
項と変更がない場合は、省略を可能とします。
ただし、添付書類を省略する場合には、指定更新申請時に、その旨を記

した「指定更新申請に係る書類等省略に関する申告書」を提出する必要があ
ります。

※３ 変更があるにもかかわらず、必要な変更届を提出していない場合には、
更新申請とは別に、変更届の手続を行わなければなりません。

※４ 更新申請と同時に変更届の手続を行った場合には、更新申請には「指定
更新申請に係る書類等省略に関する申告書」を提出することで、書類を省略
することができます。

※５ 事業者（法人等）として、介護保険法に規定するサービスを初めて行う
場合は、「業務管理体制に関する届出」が必要となります。
（Ｐ２６～Ｐ２８を参照）
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※６ 共生型通所介護事業について、介護保険法に基づく指定を受ける場合に
は、添付書類・省略可能な書類が下記と一部異なるため、申請書・各種様式
【令和５年１０月版】中にある「１４－２共生型居宅サービスの指定申請に
係る書類等省略に関する申告書」を参照してください。

１）指定・更新申請
イ 指定（許可）申請（第１号様式）、指定（許可）更新申請書（第１０号様式）

提出書類 書類提出前の自主確認事項

指定（許可）申請 【新規指定の場合】
書（第１号様式） 「第１号様式」の裏面の備考を参照のうえ、記入漏れがないか確認。

指定（許可）更新 【指定更新の場合】
申請書（第１０号 「第１０号様式」の欄外の備考を参照のうえ、記入漏れがないか確
様式） 認。

ロ 付表６

提出書類 書類提出前の自主確認事項

付表６ 事業所
（通所介護事業所 ・事業所名称、所在地等は、運営規程と一致しているか。
の指定に係る記載 ・記入漏れはないか。
事項）

管理者
※専らその職務に従事する常勤の管理者
ただし、管理上支障がない場合は①又は②との兼務可。
①当該事業所のその他の職務（生活相談員等）
②同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務
＝管理業務とする。兼務する職務が当該事業所の管理業務と
同時並行的に行えない場合は不可。

※他の事業所の利用者に対してサービス提供を行う業務との兼務
は不可。
兼務不可の例：通所介護管理者と訪問介護員（専従）

通所介護管理者と入所施設看護職員（専従）

設備に関する確認に必要な事項

○食堂及び機能訓練室の合計面積
・平面図及び求積表の記載と整合しているか。

○利用定員(同時利用）
・運営規程及びサービス提供実施単位一覧表の記載と整合してい
るか。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

付表６ 人員に関する基準の確認に必要な事項
（通所介護事業所 ・人員基準を満たす人員配置となっているか。
の指定に係る記載 ・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」と整合しているか。
事項） ・他の法令で専任とされている者を業務に従事させていないか。

例：建設業法で規定する営業所の専任の技術者・監理技術者・主任技術者、

宅地建物取引業法で規定する専任の取引主任者・政令で定める使用人等

□生活相談員

【配置基準】
※指定通所介護の単位数にかかわらず、通所介護の提供を行う時
間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員
が１以上確保されるために必要と認められる数。
生活相談員のサービス提供時間内での勤務時間数の合計

≧１
サービス提供時間数（サービス提供開始時刻から終了時刻）

（資格）※Ｐ２８～参照
１ 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
一 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学、旧大学令（大正7

年勅令第388号）に基づく大学、旧高等学校令（大正7年勅令第389号）

に基づく高等学校又は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に基づく専

門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め

て卒業した者

二 厚生労働大臣指定の養成機関又は講習会の課程修了者

三 社会福祉士

四 厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験合格者

五 精神保健福祉士

六 大学等において上記一の科目を修め、大学院への入学を認められた者

【次頁へ続く】 ２ １と同等以上の能力を有すると認められる者
一 介護支援専門員(専門員証の交付が必要)
二 介護福祉士
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

【前頁からの続き】 □看護職員
付表６ 【配置基準】
（通所介護事業所 ※単位ごとに専従の看護職員を１以上
の指定に係る記載 ※提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じ
事項） て、通所介護事業所と密接かつ適切な連携が必要。

・以下のいずれの要件も満たしている場合についても看護職員が
確保されているものとする。
①病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職
員が営業日ごとに健康状態の確認を行っていること。
②病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が
提供時間を通じて、密接かつ適切な連携が図られていること。

※当日の利用者の数（実人員）が１０人以下でも配置すること。
（資格）看護師又は准看護師

□介護職員
【配置基準】
※通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じて、専ら当該指定通
所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が１５人までの場
合にあっては１以上、１５人を超える場合にあっては、１５人
を超える部分の利用者の数を５で除して得た数に１を加えた数
以上確保されるために必要と認められる数
・提供時間数
当該単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数
の合計÷利用者数）

※通所介護の単位ごとに常時１名以上の配置が必要。
※利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の
介護職員等として柔軟な配置を行うことが可能。

【計算式】
①利用者数１５人まで
確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数

②利用者数１６人以上
確保すべき勤務延時間数

＝((利用者数－15)÷5＋1)×平均提供時間数
【計算例】
・利用者数１８人、平均提供時間数を「５」とした場合
・確保すべき勤務延時間数＝{(18－15)÷5＋1}×５＝８時間
・介護職員は、人数を問わずサービス提供時間内で勤務時間数の
合計が８時間以上となる人員が配置されていればよい。

・ただし、サービス提供時間中、常時１人は配置が必要。

□機能訓練指導員
【配置基準】
※１以上（常勤要件や専従要件はない）
※個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する場合は、専従の機能訓練指
導員を１名以上配置することに加えて、サービス提供時間を通じ
て、専従の機能訓練指導員を1名以上配置。合計で２名以上の機能

【次頁へ続く】 訓練指導員を配置する必要がある。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

【前頁からの続き】 【資格】
付表６ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、
（通所介護事業所 あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、
の指定に係る記載 きゅう師（※）の資格を有する者
事項） ※一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッ
サージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所
で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者
※利用定員や加算算定の有無に関係なく、全ての事業所で資格を
有する機能訓練指導員の配置が必要
※有資格者による機能訓練に加え、利用者の日常生活やレクリエ
ーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所
の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

○その他
※生活相談員又は介護職員のうち、１人以上常勤配置

○営業日、営業時間等
・「運営規程」の記載と整合しているか。
・営業日、営業時間内に従業者が配置されているか。
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」と照合。
・営業日、営業時間（サービス提供時間）は適切か。
※営業時間とサービス提供時間が異なる場合は、備考欄にサービ
ス提供時間を記載しているか。

※サービス提供時間は、送迎に要する時間は含まない。

○その他の注意事項
「付表６」の欄外の備考を参照
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ハ 添付書類

提出書類 書類提出前の自主確認事項

指定（更新）申請 ・各項目について自己点検し、当該「指定更新申請に係る自己点検
に係る自己点検表 表」を添えて申請すること。

申請者(開設者)の ◎法人の場合
登記事項証明書、 ・登記事項証明書を添付。
条例又は指定管理 ・登記事項証明書の事業目的で、通所介護事業の実施が確認できる
協定書等 こと。
【▼】 ・複数の介護保険事業を行う場合、「介護保険法に基づく居宅サー

ビス事業」、「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」といっ
た包括的な記載も可能とする。ただし、居宅サービス事業と介護
予防事業は別事業であり、両方を行う場合は両事業の記載が必要。
・株式会社等において、定款変更事項を登記していない場合は、原
本証明がされた変更定款（原始定款と変更議事録）の添付を求め
る場合がある。

◎市町村の場合 当該事業所の設置条例を添付。
◎指定管理者の場合 指定管理協定書の写しを添付。
※開設者が市町村で、事業実施者が指定管理者（利用料金制を採
用）の場合は、指定管理者が指定（更新）申請者となる。

従業者の勤務体制 ・管理者及び従業者全員の、毎日の勤務すべき時間数（暦月分）を
及び勤務形態一覧 記入。
表（参考様式１） ※開設予定月のもの（指定更新申請等にあっては提出月の予定分）

・付表の営業日、営業時間（サービス提供時間）と照合。
・単位ごとに作成する。（よって２単位の場合には２枚）
・営業日、営業時間内に基準の人員が配置されていることを確認。
・職種の分類は次のとおり。

管理者／生活相談員／看護職員／介護職員／機能訓練指導員／
その他（送迎運転要員、調理員等）

・複数の職種を兼務する場合（例：生活相談員と介護職員、看護職
員と機能訓練指導員）には、それぞれの職種で一日の勤務する時
間を区分し、別段で職種ごとに勤務時間記入。

・同一敷地内、近隣にある他の事業所等との兼務はないことを確認。
※他の事業所で兼務がある場合は、兼務がある事業所の勤務体制
及び勤務形態一覧表も提出。

・その他の注意事項は「参考様式１」の欄外の備考を参照。

資格証等の写し ・資格の必要な従業者については資格証の写し(Ａ４ｻｲｽﾞ)を添付。
・社会福祉法第１９条第一号該当（３科目主事）については、原則
として、県参考様式により任用資格の確認を行うこと。
※成績証明の場合は、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する
科目と一致するか（科目の読替が可能か否か）を確認する。
※卒業が確認できない成績証明の場合、卒業を確認できるものを
併せて提出する。

【次頁へ続く】
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

【前頁からの続き】・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した順番どおり
資格証等の写し に添付。

・改姓等がある場合は、戸籍抄本等、本人確認ができる書類を添付。

雇用契約書の写 ・雇用契約書又は雇用関係が確認できる書類（労働条件通知書、辞
し、法人役員が当 令、労働者派遣契約等）の写しを添付。
該事業所の業務に ※雇用契約書以外の場合には、その写しの裏面又は空白部分に、
従事する旨の申立 本人の直筆による署名等（住所、氏名、就業開始年月日、本人
書 の電話番号）が必要。

※辞令等の場合には、当該事業所に当該職種で従事していること
が確認できる内容となっていることを確認。
※法人役員が､当該事業所の管理者､訪問介護員等の業務に従事し
ている場合には、当該業務に従事していることの申立書を添付。

・常勤の従業者については､勤務条件(健康保険、雇用保険の加入の
有無等)が適切かを確認。

・上記書類のみでは、当該事業所における職種が明確でない場合、
本人の署名による就任承諾書（県参考様式）を併せて添付。

・従業者の「勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した順番に添付。

申請者組織体制図 ・岡山県内にある同一事業者の全ての介護サービス事業所（医療み
（県参考様式） なし及び入所系サービスを除く。）、従業者の氏名が記載され、事

業所ごとに指揮命令系統が分かるものを提出。
・他の事業所に従事している従業者がある場合には、組織体制図の
当該従業者名に◎を付し、他事業所の勤務形態一覧表を添付。

事業所の位置図 ・事業所の位置が分かる位置図（住宅地図の写し等）を添付。
【▼】 ・事業所の所在地が特定できるよう色塗りするなどして明確にする。

事業所の平面図 ・事業所の平面図（各室の用途・面積・寸法・を明示したＡ４又は
（参考資料２） Ａ３サイズのもの）を添付。
【▼】 ・各室は原則として専用の部屋であること。

※静養室・相談室・事務室等は、利用者に対する通所介護の提供
に明らかに支障がない場合に限り、他の事業と兼用が可能。
※通所リハビリテーションと同一の部屋の場合は、スペースを明
確に区分し、基準をそれぞれ満たすこと。
※相談室、静養室については、容易に撤去できないパーテーショ
ン等の設置により利用者等のプライバシーの確保に配慮されて
いること。

・食堂及び機能訓練室は、内法(内寸)で定員×３㎡以上を確保して
いること。
※狭隘な部屋を多数設置したものは不可。
※固定された家具や設備等の面積は、有効面積から除くこと。

・食堂及び機能訓練室の求積表
※計算に必要な内法寸法、計算式及び計算結果を記載。

・トイレ、入浴設備については、安全、衛生、プライバシー確保に
配慮していること。
※通所介護の専用施設部分を色塗りするなどして明確にすること。
※宿泊サービスを実施する場合、使用する部分を明確にすること。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

専用施設の写真 ・各写真（外観、食堂及び機能訓練室、静養室、相談室、事務室）
（工事中は不可） は、少なくとも２方向からのものであること。（平面図に撮影方
【▼】 向を示すこと。）

・各施設が、用途に従い適切に使用できる状態であることが明確に
分かる写真であること。

・Ａ４サイズの用紙に貼付又は印刷のこと。

設備・備品等一覧 ・事業を行う上で必要な設備・備品等を記載し、記載された内容が
表（参考様式３） 確認できる図面・写真等を添付。（Ａ４サイズ用紙に貼付）
【▼】 ・非常災害設備については、防火設備（消火器等）設置の写真

・送迎を行う事業所にあっては、車検証の写し及び車両の写真（ナ
ンバープレートが判別可能であること。）
※リースの場合等はリース契約書等の写しを併せて提出

・食事の提供を行う事業所にあっては、厨房の平面図及び写真
※委託実施の場合は給食に係る委託契約書の写し
・入浴設備の平面図及び写真

運営規程 ・次の内容について、具体的かつ分かりやすく定めること。
【▼】 （県参考例参照）

１ 事業の目的及び運営の方針
２ 従業者の職種、員数及び職務の内容
３ 営業日及び営業時間

※延長サービスを行う事業所にあっては、提供時間帯とは別
に延長サービスを行う時間

４ 通所介護の利用定員
５ 通所介護の内容及び利用料その他費用の額
６ 通常の事業の実施地域
７ サービス利用に当たっての留意事項
８ 緊急時等における対応方法
９ 非常災害対策
10 虐待の防止のための措置に関する事項
11 その他運営に関する重要事項

・従業者の員数、営業日・営業時間、利用料・その他の費用の額、
通常の事業の実施地域等を付表と照合。
※営業時間とサービス提供時間が異なる場合は、サービス提供時
間を別途定めているか。

・従業者の員数は、人員の項で管理者、生活相談員、看護職員、介
護職員、機能訓練指導員の常勤、非常勤別の人数を明記すること。
※具体的な員数ではなく､｢○人以上｣という形の定め方でも差し支
えない。
※食事の提供を行う事業所にあっては、調理員の人数を明記する
こと。（委託実施の場合は不要。）
※栄養アセスメント・栄養改善体制を「あり」で届出を行う事業
所は、管理栄養士の人数を明記すること。

・利用料・その他費用の額については、具体的に明記すること。
※その他費用については、基準で認められているもの以外入って

【次頁へ続く】 いないことを確認。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

【前頁からの続き】・交通費については、通常の実施地域を越えた地点から取ることが
運営規程 できる。（事業所からの交通費を取ることは不可。また、「中山間
【▼】 地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する場合は交

通費の支払を受けることはできない。）
※宿泊サービスを実施する場合は､当該サービスに係る運営規程も添
付すること。

利用者からの苦情 ・少なくとも、次の事項について、具体的かつ分かりやすく記載す
を処理するために ること。
講ずる措置の概要 ①利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口
（参考様式４） （担当者の氏名（苦情解決責任者、苦情受付担当者）、連絡先の
【▼】 電話番号、対応時間を記載）

②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
※苦情等の記録について、その完結後５年間の保存

③公的機関の苦情相談窓口
※少なくとも「岡山県国民健康保険団体連合会」（「介護サービ
ス苦情相談窓口」℡086-223-8811）及び通常の事業の実施地域
の「保険者（市町村、○○市○○課℡○○）」の記載は必要で

あること。

建物の使用 ・建物又は事業所の使用権限を証明することのできる書類を添付。
権限を証明 ①建物が自己所有の場合には、登記事項証明書又は登記済権利証

当該 できる書類 の写し等（土地は不要）
申請 【▼】 ②建物又は事業所が賃貸の場合には、賃貸借契約書の写し。
に係 ・賃貸借期間は、指定期間を担保できる契約内容であるか。
る事 ・物件を通所介護事業に使用できる契約内容となっているか。
業に
係る 損害賠償へ ・保険証書（写し）又は加入申込書及び領収証の写し。
資産 の対応が可 ・未加入の場合は、加入申込書の写し（加入申込日が明示され
の状 能であるこ たもの）及び指定時までに加入する旨並び加入後速やかに保
況 とが分かる 険証書の写しを提出する旨の確約書を提出のこと。

書類 ・未加入の場合、加入後速やかに保険証書の写しを提出のこと。

誓約書 ・申請者の所在地・名称、代表者職・氏名が記入されているか。
（参考様式６） ・誓約内容について、関係条文を十分確認した上で提出すること。

・誓約に係る役員等の範囲には管理者も含まれること。

通所介護計画書の ・通所介護計画書の様式を提出。
様式 ・「介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
【▼】 び運営の基準等を定める条例」（H24年岡山県条例第62号）第106 条

「通所介護計画の作成」を参照のこと。
（注）通所介護の所定単位数を算定するには、居宅サービス計画に

沿った通所介護計画をあらかじめ作成し、利用者に説明、同意、
交付するなど、基準に従った運営を行う必要があり、単にサー
ビス提供するだけでは介護報酬を請求できないことに留意する
こと。

11



提出書類 書類提出前の自主確認事項

建築物関連法令協 ・全ての項目について記入しているか。
議記録報告書 ※更新申請の場合には不要
【▼】 （ただし、所在地の変更届出を行っていない場合や、平成20年7月

以降に増改築を行った事業所については添付のこと。）
・協議先については、建築物関連法令協議先一覧表参照。

（宿泊サービスを ・全ての項目について記入しているか。
実施する場合） ※更新申請のときは、新たに実施する場合以外は不要
指定通所介護事業 （Ｐ３参照）
所等における宿泊
サービスの実施に
関する開始届出書

※指定更新申請時、上記提出書類表中【▼】が付されている書類の提出を省略しよう
とする場合は、次の書類を提出すること。

提出書類 書類提出前の自主確認事項

指定更新申請に ・申請者の所在地・名称、代表者職・氏名が記入されているか。
係る書類等省略 ・全ての書類名について、添付する場合「○」、省略する場合
に関する申告書 「×」のいずれかを記入しているか。
【※】

ニ 社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認（様式第１号の２）
※指定申請の場合のみ

提出書類 書類提出前の自主確認事項

社会保険及び労働 ・社会保険及び労働保険への加入状況について、該当する番号に○
保険への加入状況 を付するとともに、加入手続の予定日など必要事項を記入するこ
に係る確認票（様 と。回答日は、申請日と同日にすること。
式第１号の２）及 ・社会保険及び労働保険への加入状況を証する書類は、写しに代え
び加入状況を証す て原本の提示又は事業所整理記号・労働保険番号の記入でも可と
る書類の写し する。

（注１）社会保険及び労働保険への加入は指定基準の要件ではない
が、社会保険は、法人の事業所又は常時５人以上の従業員を
使用する適用対象事業所の事業主に対して、また、労働保険
は、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課さ
れている。

（注２）この確認票に記入された情報は、厚生労働省において、社
会保険・労働保険の適用促進の目的で使用されるものである。
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２）体制等届出

提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定に ・法人等の所在地・名称、代表者の職・氏名の記入があるか。
係る体制等に関す ・『届出者』欄は、開設法人の名称・主たる事務所所在地、代表者
る届出書（別紙２） 職・氏名・住所等を登記事項証明書のとおり記載しているか。

・『事業所』欄は、届出する事業所の所在地、管理者の氏名・住所
等を「指定許可（更新）申請書」付表6-1のとおり記載しているか。

・フリガナ、郵便番号、電話・FAX番号等に記入漏れがないか。
・「実施事業」欄は、「通所介護」に○を付しているか。
※「実施事業」欄は、実施する項目にのみ○を付しているか。

・「指定（許可）年月日」の記入があるか。
・「異動等の区分」欄は、該当項目を■にしているか。
・「異動（予定）年月日」欄は、各月１５日までに提出する場合は
翌月１日と、各月１６日以降に提出する場合は翌々月１日と記入
されているか。

・「介護保険事業所番号」は正しく記入されているか。
※新規指定の場合、事業所番号は記入不要。

・変更の場合、「異動項目」欄及び「特記事項」の「変更後」欄に
変更内容を具体的に記入しているか。
※例えば、「○○○体制を追加。」等と記入。

介護給付費算定 ・「事業所番号」は正しく記入されているか。
に係る体制等状況 ※新規指定の場合、事業所番号は記入不要。
一覧表（別紙１）

施設等の区分 ・「4.通常規模型事業所」、「6.大規模型事業所(Ⅰ)」、「7.大規模型
事業所(Ⅱ)」のいずれかを■にしているか。

・事業所規模に係る届出書（通所介護事業所）（別紙３－１)を添付
しているか。

・新規の場合は推定数（運営規程に掲げる定員×９０％×予定され
る１月当たりの営業日数）で区分しているか。

・正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施する場合は、７分の
６を乗じた数で区分しているか。

※「4.通常規模型事業所」 ７５０人以内
「6.大規模型事業所(Ⅰ)」 ７５０人を超え９００人以内
「7.大規模型事業所(Ⅱ)」 ９００人超え

職員の欠員に ・「1.なし」に○を付しているか。
よる減算の状況 ※人員基準を満たさない場合は、新規指定しない。

感染症又は災害 ・「1.なし」を■にしているか。
の発生を理由と ・「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者
する利用者の減 数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方
少が一定以上生 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月
じている場合の １６日老認発0316第４号老老発0316第３号）を参照
対応

時間延長 ・「1.対応不可」、「2.対応可」のいずれかを■にしているか。
サービス体制 ※「2.対応可」の場合は、実際に利用者に対して延長サービスを

行うことが可能な体制にあることを運営規程と照合し確認。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

共生型サービス ・「１．なし」「２．あり」のいずれかを■にしているか。
の提供（生活介
護事業所、自立訓
練事業所、児童発
達支援事業所、放
課後等デイサービ
ス事業所）

生活相談員配置 ※共生型通所介護のみが対象の加算
等加算 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。

・「2.あり」の場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」及
び「資格証の写し」（生活相談員のみで可能）を添付しているか。

入浴介助加算 ・「1.なし」、「2.加算Ⅰ」、「3.加算Ⅱ」のいずれかを■にしている
か。（「3.加算Ⅱ」に○を付せば、「2.加算Ⅰ」も算定可能。）

・加算を算定する場合は、入浴施設の「平面図」及び「写真」を添
付しているか。（写真は少なくとも２方向から）

中重度者ケア体 ・「1.なし」を■にしているか。
制加算 ※新規指定事業所については、４月目以降届出が可能となる。

生活機能向上連 ・「1.なし」、「3.加算Ⅰ」、「2.加算Ⅱ」のいずれかを■にしている
携加算 か。

個別機能訓練 ・「1.なし」、「2.加算Ⅰイ」、｢3.加算Ⅰロ｣のいずれかを■にしてい
加算 るか。（｢3.加算Ⅰロ｣を■にすれば、人員配置により「2.加算Ⅰ

イ」も算定可能。）
・「個別機能訓練加算（Ⅱ）」を算定するためには、「ＬＩＦＥへの
登録」が「2.あり」であることが必要。

・加算を算定する場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」
（機能訓練指導員の配置時間を明記）及び「資格証の写し」を添
付しているかを確認。

・資格のある機能訓練指導員を配置しているかを確認。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師 、
あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、
きゅう師（※）（以下「理学療法士等」という。）
※一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マ
ッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事
業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有す
る者（以下「理学療法士等」という。）

※「2.加算Ⅰイ」を算定する場合は、専ら機能訓練指導員の職務
に従事する理学療法士等を１名以上配置していること。（運営
基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととし
て差し支えない。）
※「3.加算Ⅰロ」を算定する場合は、サービス提供時間帯を通じ
て専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以
上配置していること。（運営基準上配置を求めている機能訓練
指導員に加えて専従で1名以上配置。）
・加算Ⅰイ・ロとも常勤要件はないが、理学療法士等から直接
訓練の提供を行わなければならず、直接訓練の提供を行った利
用者のみ加算算定が可能であること。

※当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する時間は、通所
介護における看護職員としての人員基準の算定に含めない。

ＡＤＬ維持等加 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
算〔申出〕の有 ・「ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）（Ⅱ）」を算定するためには、「ＬＩＦＥ
無 への登録」が「2.あり」であることが必要。
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提出書類 書類提出前の自主確認事項

ＡＤＬ維持等加 ・「1.なし」を■にしているか。
算Ⅲ ・令和５年３月３１日までの間、経過措置で算定可能。

認知症加算 ・「1.なし」にを■にしているか。
※新規指定事業所については、４月目以降届出が可能となる。

若年性認知症 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
利用者受入加算

栄養アセスメン ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
ト・栄養改善体 ・栄養アセスメント加算を算定するためには、「ＬＩＦＥへの登録」
制 が「2.あり」で あることが必要。

・「2.あり」の場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」及
び「資格証の写し」を添付しているか。
※管理栄養士を１名以上配置していることを運営規程と照合し確
認。

・外部との連携により管理栄養士を配置している場合は、そのこと
がわかる書類（業務委託契約書の写し等）を添付しているか。

口腔機能向上加 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
算 ・「口腔機能向上加算（Ⅱ）」を算定するためには、「ＬＩＦＥへの

登録」が「2.あり」であることが必要。
・「2.あり」の場合は、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」及
び「資格証の写し」を添付しているか。
※言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置している
ことを確認。

科学的介護推進 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
体制加算 ・加算を算定するためには、「ＬＩＦＥへの登録」が「2.あり」で

あることが必要。

サービス提供 ・「1.なし」を■にしているか。
体制強化加算 ※新規指定事業所については、４月目以降届出が可能となる。

介護職員処遇改 ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇
善加算 改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」を参照。

・「1.なし」「6.加算Ⅰ」「5.加算Ⅱ」「2.加算Ⅲ」のいずれかを■に
しているか。

介護職員等特定 ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇
処遇改善加算 改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」を参照。

・「1.なし」「2.加算Ⅰ」「3.加算Ⅱ」のいずれかを■にしているか。

介護職員等ベー ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇
スアップ等支援 改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」を参照。
加算 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。

ＬＩＦＥへの登 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
録

割引 ・「1.なし」、「2.あり」のいずれかを■にしているか。
・割引が「2.あり」の場合は、（別紙５）「指定居宅サービス事業所
等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」を添付
しているか。

・割引について、運営規程に具体的に記載しているか。

【注】複数の単位がある場合（県に届け出ている場合。）は、各単位ごとに「体制等状況
一覧表」を作成の上、欄外に分かりやすく「１単位目」「２単位目」と記入して、
全ての単位分を提出してください。
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３ サテライト事業所（出張所等）の開設
サテライト事業所を開設する際は、サテライト事業所を開設する主たる事業所の所在市町村を所

管する県民局健康福祉課（事業者班）と事前に協議をする必要があります。協議終了後に必要な書
類を県民局健康福祉課（事業者班）へ１部提出してください。
なお、サテライト事業所の適正な運営を図るため、以下の点を満たす必要があります。
① サテライト事業所の使用目的及び必要とする理由が適切なものであること。
② サテライト事業所は１つの単位として取り扱い、介護職員及び看護職員について単位ごとに
基準上必要な人員を配置していること。

③ サテライト事業所の建物は、本体事業所の申請者(法人)が所有し、又は賃借していること。
④ サテライト事業所について、本体事業所と同様の設備基準を満たしていること。

（食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の配置等）
⑤ 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等は、本体事業所
の管理者が行うこと。

⑥ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理は本体事業所において行うこと。
⑦ 主たる事業所と相互支援が行える体制にあること。
・本体事業所からサテライト事業所まで、通常の交通手段を利用して概ね２０分以内で移動で
きること。

・サテライト事業所が他のサービスにおける、特別地域加算の対象地域に位置する場合は、距
離的な要件は問わない。

・サテライト事業所が中山間地域等に位置する場合で、サービス提供体制強化加算を算定して
いる場合は、概ね３０分以内で移動可能であること。

⑧ 苦情処理や損害賠償等は、本体事業所において行うこと。
⑨ 本体事業所と同一の運営規程を定め、運営されること。
⑩ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理は、本体事業所の管理者が一元的に行
うこと。

○サテライト事業所設置に関する提出書類
新規指定申請書又は変更届（既存の事業所にサテライトを設置する場合）に、以下の書類

を添付すること。

提出書類
①サテライト事業所利用計画書
②付表６（通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合欄を記入）
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）【サテライト分】
④資格証等の写し 【サテライト従業者分】
⑤雇用契約書の写し【サテライト従業者分】
⑥事業所（サテライト）の位置図
⑦事業所（サテライト）の平面図（参考様式２）
⑧事業所（サテライト）の写真
⑨申請者組織体制図（県参考様式）
⑩運営規程
⑪登記事項証明書又は賃貸借契約書（サテライト事業所として使用する建物についてのみ）
⑫建築物関連法令協議記録報告書
⑬介護給付費算定に係る体制等に係る届出書
⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙１）（主たる事業所の所在地以外の場所で一部
実施する場合の出張所等の状況）※

※書類は原則としてＡ４版とする。
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○サテライト事業所体制等届出に関する提出書類

加算内容 提出書類

施設等の区分 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③事業所規模に係る届出書（通所介護事業所）（別紙３－１）

職員の欠員による減算の ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
状況 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

時間延長サービス体制 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

共生型サービスの提供 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

生活相談員配置等加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④資格証の写し

入浴介助加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③入浴施設の平面図及び写真

中重度者ケア体制加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④中重度者ケア体制加算に係る確認表（県参考様式）
※サテライト設置から４月目以降届出が可能。

生活機能向上連携加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

個別機能訓練加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④資格証の写し

ＡＤＬ維持等加算〔申出〕①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
の有無 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

ＡＤＬ維持等加算 Ⅲ ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（別紙１９）
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加算内容 提出書類

認知症加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④認知症加算に係る確認表（県参考様式）
⑤認知症介護に係る所定の研修等を修了したことが確認できる書類
※サテライト設置から４月目以降届出が可能。

若年性認知症利用者受入 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

栄養アセスメント・栄養 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
改善体制 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④資格証の写し

口腔機能向上加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
④資格証の写し

科学的介護推進体制加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）※

※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙１）の（主たる事業所の所在地以外の場所で一部
実施する場合の出張所等の状況）を記入

○書類は原則としてＡ４版とする。
○サテライト開設予定前月の１５日までに届出をした場合は、開設予定月の１日から算定が開始
できます。
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４ 変更の届出等

（１）変更の届出
介護保険法第７５条第１項及び第１１５条の５第１項で「事業者は、当該指定

に係る事業所の名称及び所在地の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項
に変更があったとき（中略）は、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以内
に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」とされています。
既に申請、届出している事項について変更があった場合は、１０日以内に、第

３号様式「変更届出書」及び添付書類を、事業所の所在地を所管する県民局健康福
祉課（事業者班）へ１部提出する必要があります。

○ 変更届の提出が必要な事項
１ 事業所の名称及び所在地
２ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、
住所及び職名

３ 申請者のその登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに
限る。）

４ 事業所の平面図（各室の用途を明示するものとする。）及び設備の概要
５ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
６ 運営規程

【重要事項】
※１ 変更内容（例：事業所の移転等）によっては、事前に協議する必要がありま

す。必ず、事前に県民局へ確認を行ってください。
※２ 変更の届出を怠っていた場合、指定取消し等行政処分等の対象になること
がある点に留意してください。

※３ 開設者の主たる事務所の所在地や代表者の氏名など「業務管理体制の届出」
内容に係る変更がある場合には、「業務管理体制届出事項変更届出書」も必要
になります。（Ｐ２６～Ｐ２８を参照）

● 第３号様式「変更届出書」を提出する場合の添付書類

変更内容 様式第３号「変更届出書」の添付書類

事業所の名称 ・運営規程
・通所介護事業者の指定に係る記載事項【付表６】
（サテライトに係る場合は【付表６（通所介護事業を
事業所所在地以外の場所で一部実施する場合）】)

事業所の所在地 ※事前協議が必要
・通所介護事業者の指定に係る記載事項【付表６】
（サテライトに係る場合は【付表６（通所介護事業を
事業所所在地以外の場所で一部実施する場合）】)

・建築物関連法令協議記録報告書
・建物又は事業所の使用権限を証明することのできる書
類
※建物が自己所有の場合には、登記事項証明書又は登
記済権利証の写し等（土地は不要）
※建物又は事業所が賃貸の場合には、賃貸借契約書の
写し。
・賃貸借期間は、指定期間を担保できる契約内容と
なっているか。
・物件を通所介護事業に使用できる契約内容となっ
ているか。

・事業所の位置が分かる位置図（住宅地図の写し等）
・運営規程
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変更内容 様式第３号「変更届出書」の添付書類

申請者(開設者)の名称及び ・登記事項証明書(又は条例等)
主たる事務所（本社）の所在地 ・誓約書（代表者氏名変更の場合）
並びにその代表者の氏名、 ※代表者の住所変更のみの場合は添付書類不要。
住所及び職名

申請者(開設者)の登記事項 ・登記事項証明書
証明書又は条例等（当該指 ※市町村の場合は、その事業所の設置条例
定に係る事業に関するもの ※指定管理者の場合は、指定管理協定書の写し
に限る。）

事業所の平面図（各室の用 ・事業所の平面図（参考様式３）及び求積表
途を明示するものとする。） ※食堂及び機能訓練室は内法で定員×３㎡以上が必要。
及び設備の概要 計算に必要な内法寸法、計算式及び計算結果を記載

すること。
・専用施設の写真（外観、食堂及び機能訓練室、静養室、
相談室、事務室）

管理者に変更があった場合 ・通所介護事業者の指定に係る記載事項【付表６】
（氏名、住所のみの変更を ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
含む。） ※管理者のみの記載でも可。

※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある
場合には、兼務する他の職種又は兼務先の事業所名
及び職種を記載。

・就任承諾書（県参考様式）又は辞令の写し
※就任承諾書は、本人の署名が必要

・誓約書（参考様式６）
※管理者の氏名・住所変更のみ変更の場合、【付表６】
のみで可。
※他の法令で専任とされている職に就任している者を
業務に従事させていないか。

運営規程 ・運営規程
・通所介護事業者の指定に係る記載事項【付表６】
（サテライトに係る場合は【付表６（通所介護事業を
事業所所在地以外の場所で一部実施する場合）】)

※記載事項の内容に変更がない場合は添付不要。
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
・資格を要する職種の場合は資格証等の写し
※変更した内容が確認できる書類のみで可。
※定員、営業日等の変更にあっては、変更後の運営に支
障がないか従業者の配置を確認。

※前年度の実績が６月以上あり、４月１日に利用定員を
２５％以上変更して事業を実施する場合で、推定数で
計算した結果、事業所規模が変更になる場合には、体
制等届出が必要。

【注１】同時に複数の項目の変更等を届出する場合、重複する書類は省略可能。
【注２】詳細は、指定・更新申請で添付する書類（P3～P15）を合わせて参照のこと。
【注３】宿泊サービスの届出内容を変更する場合は、別途届出が必要。（Ｐ３参照）。
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（２）体制等届出の変更（加算・減算や割引の体制を変更する場合）
現に「体制等届出」で届け出ている加算や割引の体制を変更する場合は、算定

を開始する予定月の前月１５日までに、改めて「介護給付費算定に係る体制等に関
する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び添付書類を、事業所
の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ１部提出する必要がありま
す。
また、事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった（該当しなくなるこ

とが明らかになった）ときには、その旨を速やかに事業所の所在地を所管する県民
局の健康福祉課（事業者班）へ１部提出する必要があります。

● 加算等体制を変更する場合の添付書類

加算等体制の変更内容 「体制等届出」の添付書類

既に届け出ている「施設等の区分」 ・事業所規模に係る届出書（別紙３－１）
を変更する場合 ※前年度の実績が６月以上ある場合には、前年

度の(３月を除く｡)の１月当たりの平均利用延
人員数により区分しているかを確認。
※正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施
場合は､7分の６を乗じた数で区分しているか。

※「4.通常規模型事業所｣ 750人以内
「6.大規模型事業所(Ⅰ)｣ 750人超900人以内
「7.大規模型事業所(Ⅱ)」 900人超え

・運営規程（前年度の実績が６月以上あり、４月
１日に利用定員を２５％以上変更して事業を実
施する場合のみ）

現に届け出ている「職員の欠員によ ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
る減算の状況」を変更する場合 ※従業者に欠員が生じている状態が継続する場

合には、定員の見直し又は事業の休止（廃止）
の措置を講ずること。

感染症又は災害の発生を理由とする ・「感染症又は災害の発生を理由とする 通所介
利用者の減少が一定以上生じている 護等の介護報酬による評価届出様式（別紙４）」
場合の対応

新たに「時間延長サービス体制」を ・運営規程（延長サービスを行う時間を明記）
届出する場合

新たに「生活相談員配置等加算」を ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１)
届出する場合（共生型のみ） ［加算算定開始月のもの、以下の加算も同様］

・資格証の写し
（※生活相談員のみで可能）

新たに「入浴介助加算Ⅰ・Ⅱ」を届 ・入浴施設の「平面図」及び「写真」
出する場合 （写真は少なくとも２方向から）

新たに「中重度者ケア体制加算」を ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
届出する場合 ・中重度者ケア体制加算に係る確認表（県参考様式）

新たに「生活機能向上連携加算Ⅰ・ （添付書類なし）
Ⅱ」を届出する場合
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加算等体制の変更内容 「体制等届出」の添付書類

新たに「個別機能訓練加算Ⅰイ・Ⅰ ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
ロ」を届出する場合 ※機能訓練指導員の配置時間を明記すること。

※当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事
する時間は、通所介護における看護職員とし
ての人員基準の算定に含めない。

・資格証の写し

新たに「ＡＤＬ維持等加算［申出］ （添付書類なし）
の有無」を届出する場合

新たに「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」を届 ・ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（別紙19）
出する場合 ※令和５年４月１日からは算定不可

新たに「認知症加算」を届出する場 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
合 ・認知症加算に係る確認表(県参考様式）

・認知症介護に係る所定の研修等を修了したことが確認
できる書類

新たに「若年性認知症利用者受入加 （添付書類なし）
算」を届出する場合

新たに「栄養アセスメント・栄養改 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
善体制」を届出する場合 ・資格証の写し

※管理栄養士を1名以上配置していることを運営
規程と照合し確認

（委託先のみに配置する場合は加算の算定不可）

新たに「口腔機能向上加算」を届出 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）
する場合 ・資格証の写し

新たに「科学的介護推進体制加算」 （添付書類なし）
を届出する場合

新たに「サービス提供体制強化加算」・サービス提供強化加算に関する届出書(別紙
を届出する又は届出項目を変更する １２－３）
場合 ・サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙

１２－３付表）により算定要件を満たしている
か確認。

・介護職員の要件の確認に当たっては、「有資格
者等の割合の参考計算書（参考様式別紙７）」
を活用すること。添付は不要。

新たに「介護職員処遇改善加算」を ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介
届出する場合又は届出項目を変更す 護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアッ
る場合 プ等支援加算」参照。

・新たに加算を算定する場合は、算定月の前々月
末までに介護職員処遇改善加算の届出等を提出
する必要がある。

新たに「介護職員等特定処遇改善加 ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介
算」を届出する場合又は届出項目を 護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアッ
変更する場合 プ等支援加算」参照。

・新たに加算を算定する場合は、算定月の前々月
末までに介護職員処遇改善加算の届出等を提出
する必要がある。

新たに「介護職員等ベースアップ等 ・別様「届出の手引 介護職員処遇改善加算・介
支援加算」を届出する場合又は届出 護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアッ
項目を変更する場合 プ等支援加算」参照。

・新たに加算を算定する場合は、算定月の前々月
末までに介護職員処遇改善加算の届出等を提出
する必要がある。
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加算等体制の変更内容 「体制等届出」の添付書類

新たに「ＬＩＦＥへの登録」を届出 （添付書類なし）
する場合

新たに｢割引｣を行う場合又は既に届 ・指定居宅サービス事業所等による介護給付費の
け出ている｢割引」の率、適用条件 割引に係る割引率の設定について（別紙５）
を変更する場合 ・割引について具体的に記載された運営規程

● 加算等体制を変更する場合の注意事項
【注１】複数の単位がある場合（県に届け出ている場合。）は、各単位ごとに「体制等

状況一覧表」を作成の上、欄外に分かりやすく「１単位目」「２単位目」と
記入して、全ての単位分を提出してください。

【注２】詳細は、指定申請時の体制等届出で添付する書類（Ｐ１３～Ｐ１５）を合わせ
て参照のこと。
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５ 廃止・休止の届出
介護保険法第７５条第２項で「事業者は、当該サービスの事業を廃止し、又は休
止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の

日の１月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」とされて

います。（例えば、７月３１日をもって事業を休止しようとする場合、６月３０日
までに知事に届出を行わなければなりません。）

当該指定に係るサービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、第４号様

式「廃止（休止）届出書」に、現にサービスを受けている者に対する措置を具体的
に記載し、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ１部提出

する必要があります。
【重要事項】

※１ 廃止又は休止しようとするときに、現に利用者がいる場合には、他の事業

所に引き継ぐことが必要なこと。
※２ 従業者に欠員が生じた場合には、速やかに、事業所を所管する県民局に相

談し、指導に従う必要があります。

※３ 事業実態がないのであれば、廃止又は休止の届出が必要となります。
※４ 届け出た宿泊サービスを休止し、又は廃止する場合も、別途届出が必要です。

（Ｐ３参照）

６ 再開の届出
当該指定に係るサービス事業を再開した場合は、１０日以内に、第３号の２様式

「再開届出書」及び添付書類を、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事
業者班）へ１部提出する必要があります。

【重要事項】

※１ 事業を再開する場合、内容によっては、事前協議が必要となる場合があり
ます。（詳細は、各県民局の健康福祉課（事業者班）へ確認ください。）

※２ 事業の再開に係る届出には、当該事業に係る下記書類を添付してください。

○ 再開に係る届出の添付書類

・ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・ 資格者証の写し
・ 雇用契約書の写し
・ 申請者組織体制図
・ サービス提供責任者経歴書
・ 事業所の平面図
・ 専用施設の写真

【留意事項】
※① 通所介護事業者の指定に係る記載事項の内容に変更がある場合は「付表６」

（サテライトがある場合は「付表６（通所介護事業を事業所所在地以外の場所で

一部実施する場合）」を追加。）

※② 上記書類については、従業者に変更がない場合も、添付してください。
※③ 休止期間・休止状況によっては、上記以外の添付書類等が必要になる場合

があります。提出に当たっては、必ず事前に各県民局の健康福祉課（事業者
班）へ確認ください。

※３ 届け出た宿泊サービスを再開する場合も、別途届出が必要です。（Ｐ３参照）
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７ 指定の更新について
介護保険事業者の指定については、６年ごとに更新することが義務付けられてい
ます。
更新申請を行わない場合又は更新手続が間に合わない場合には、有効期間満了に
より指定の効力を失うこととなります。
指定の更新申請は、指定日から６年を経過する指定の更新日の前々月末日までに
更新申請書に必要な書類を添付して、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉
課（事業者班）へ行ってください。
できるだけ早めに（申請期限の１週間前が望ましい）、事業所（施設）所在地を
所管する県民局へ提出してください。

（１）指定更新申請時に省略できる書類
指定更新申請時、更新申請に必要な提出書類（Ｐ４～Ｐ１２）で【▼】の表示

がついている添付書類について、指定申請、更新申請、変更届等で既に県に提出し
ている事項と変更がない場合は、省略を可能とします。
添付書類を省略する場合には、更新申請時に、その旨を記した「指定更新申請

に係る書類等省略に関する申告書」を提出してください。
なお、変更があるにもかかわらず、必要な変更届をしていない場合には、更新申
請とは別に、変更届の手続を行わなければなりません。更新申請と同時に変更届の
手続きを行った場合には、更新申請には「指定更新申請に係る書類等省略に関する
申告書」を提出することで、書類を省略することができます。

○ 指定更新申請時省略に関するＱ＆Ａ

問１ 既に岡山県知事に提出している事項に変更がない場合、指定（許可）更新
申請の書類の一部について、添付の省略が可能になったが、既に知事に提出し
ている事項に変更がない場合とは、指定（許可）申請（新規及び更新申請）時
から変更がない場合と考えれば良いのか。

答１ 指定（許可）申請だけでなく、変更の届出（変更許可申請）を行い、更新
申請時まで変更がない場合は省略可能となる。
なお、変更許可事項については事前に許可を得る、変更の届出については変
更後10日以内に県知事に届出を行う必要があり、これらを怠っていた場合指定
（許可）取消し等行政処分等の対象になることがある点に留意のこと。

問２ 指定（許可）更新申請を行う際に変更の届出を行っていないことが分かり、
指定（許可）更新申請と同時に変更の届出（開設事項変更許可を含む。）を行
う場合、当該変更届出に係る指定（許可）更新申請に関する添付書類の省略は
可能か。

答２ 可能だが、合わせて添付書類等省略に係る申告書を提出する必要がある。

問３ 指定（許可）更新申請を行う際に変更の届出（開設事項変更許可申請を含
む。）を行っていないことが分かったため、当該変更に係る書類添付の上、指
定更新申請のみを行い、変更の届出（開設事項変更許可申請を含む。）を行わ
ないことは可能か。

答３ 変更の届出、開設事項変更許可申請及び指定（許可）更新申請は各々別の
法律行為であり、質問のような行為は認められない。
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（２）指定更新のお知らせについて
お知らせは、県に届出している事業所（又は事業者）の所在地へお送りしま

すが、県への事業所等の移転の届出を行っていない場合等の事情により、届かな
い場合もあります。
この場合でも、更新の手続を行わないと指定の有効期間の満了により指定の

効力を失うこととなるので、各事業者において十分留意をお願いします。
（３）指定更新通知等について

指定の有効期間満了日の属する月末に指定更新通知を送付します。

８ 「介護サービス情報の公表」制度について
介護サービス事業者は、介護保険法第１１５条の３５により、サービス提供を開始

しようとするとき、その提供する介護サービスに係る情報の公表が義務付けられてい
ます。
公表に係る詳細については、岡山県子ども・福祉部福祉企画課指導監査室ホームペ

ージをご覧ください。（https://www.pref.okayama.jp/page/571279.html）

９ 業務管理体制届出の手続について
介護サービス事業者（以下「事業者」という。）の不正事案の再発を防止し、介護事

業運営の適正化を図るため、全ての事業者に対して、指定（許可）を受けている事業所
又は施設（以下「事業所等」という。）の数に応じて、「法令遵守等の業務管理体制」
の整備が義務付けられています。
「新たに事業所等の指定（許可）を受けた場合」又は「業務管理体制届出後、届出先

や届出事項等に変更が生じた場合」は、下記に従い、必要な届出を行ってください。

（１）新たに事業所等の指定（許可）を受けた場合
ア 事業者として初めて事業所等の指定（許可）を受けた場合（＝これまでに、「業
務管理体制に関する届出」を提出したことがない場合。）
⇒速やかに以下の体制を整備し、届出を行う。

【整備すべき業務管理体制と届出内容】

届出書類
対 象 整備すべき業務管理体制

届出様式 添付書類

１ ～ 1 9 [法令遵守責任者]の選任
事 の事業者

業 2 0 ～ 9 9 [法令遵守責任者]の選任

所 の事業者 [法令遵守規程]の整備 法令遵守規程の概要
様式第10号

等 [法令遵守責任者]の選任

の 100以上 [法令遵守規程]の整備 法令遵守規程の概要

数 の事業者 [業務執行状況の監査]の定期 業務執行状況の監査の方法

的実施 の概要

○ 当該届出は、事業者(＝法人等)ごとに行います。（事業所等ごとではありません。）
○ 上記「整備すべき業務管理体制・届出書類」は「事業所等の数」によって異なり
ます。

○ 「事業所等の数」は、事業所番号が同じか否かに関わらず、指定等を受けた「サ
ービスの種類ごと」に１事業所と数え（＝例えば、同一事業所が訪問介護と訪問入
浴介護の両方の指定を受けている場合は「２」とカウント）、休止中の事業所等も
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含めて数えます。
なお、「みなし事業所」及び「総合事業における介護予防・生活支援サービス事

業所」は除きます。「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス及び介護予
防サービス（（介護予防）居宅療養管理指導、（介護予防）訪問看護、（介護予防）
訪問リハビリテーション、（介護予防）通所リハビリテーション、及び（介護予防）
短期入所療養介護（療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。））
であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったとみなされ
ている事業所です。

【届出先】

届 出 先 区 分 届 出 先

① 事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域 厚生労働大臣
事業所等が に所在する事業者

２以上の都道府県 ② 上記①以外の事業者で、主たる事務所 主たる事務所の所
（本社）の所在地が岡山県以外の事業者 在地の都道府県知

に所在する事業者 事

③ 上記①以外の事業者で、主たる事務所 岡山県知事
（本社）の所在地が岡山県の事業者※

① 地域密着型サービス（予防含む）のみを
事業所等が 行う事業者で、その全ての事業所等が同一 所在市町村長

市町村内に所在する事業者
岡山県のみに所在

② 全ての指定事業所等が岡山市内のみに 岡山市長
する事業者 所在する事業者

③ 全ての指定事業所等が倉敷市内のみに 倉敷市長
所在する事業者

④ 上記①～③以外の事業者※ 岡山県知事

【岡山県知事に届け出る場合の届出先】
① 主たる事務所（本社）の所在地を所管する県民局

② 主たる事務所が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在
(1)一の県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、所在地を所管する県民局

(2)事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合
(ｱ) 県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県民局
(ｲ) 県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所
在地を所管する県民局

イ 当該申請者（法人等）が、事業者として既に事業所等の指定（許可）を受けている
場合（＝これまでに、「業務管理体制に関する届出」を提出したことがある。）
①事業所等の数の合計が、19以下→20以上になった、又は、99以下→100以上になった
場合（＝整備すべき業務管理体制に変更がある。）
⇒速やかに以下の届出を行う。

届 出 書 類
対 象

届出様式 添 付 書 類

事業所等の数が
法令遵守規程の概要

19以下→20以上になった事業者
様式第11号

事業所等の数が
業務執行状況の監査の方法の概要

99以下→100以上になった事業者
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②事業所等の数の合計が、19以下のまま、又は、99以下のまま、又は、100以上の
ままの場合（＝整備すべき業務管理体制に変更がない） ⇒届出不要。

（２）業務管理体制届出後に、届出先や届出事項等に変更が生じた場合
ア 事業所等の数が増えたことにより、事業所等の事業展開地域が変わり、「届出先」
が変更になった場合は、速やかに以下の届出を行う必要があります。

対 届出書類
届出が必要となる事由 届 出 先

象 届出様式 添付書類

届 事業所等の事業展開地域が 変更前の
出 変わり、届出先が変更とな 行政機関
先 った場合 と
や 変 (例）市町村⇔岡山県 様式第10号 変更後の
届 更 岡山市⇔岡山県 行政機関
出 が 岡山県⇔厚生労働省 の双方
事 生
項 じ 届出先は変わらないが、届 ※該当する場合のみ
等 た 出事項（法令遵守責任者名、 変更後の「法令遵守規 届出済み
に 事 事業所の名称等）や整備す 様式第11号 程の概要」 行政機関
業 べき業務管理体制に変更が 変更後の「業務執行状
者 生じた場合 況の監査の方法の概要」

イ 「法令遵守規程の概要」や「業務執行状況の監査の方法の概要」における字句修
正など、業務管理体制に実質的な影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、上記変更
の届出の必要はありません。

◎「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」
＜岡山県＞ https://www.pref.okayama.jp/page/571300.html

又は岡山県ホームページ＞子ども・福祉部＞指導監査室から検索
＜厚生労働省＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ka

igo_koureisha/service/
又は「厚生労働省業務管理体制」と検索
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10 通所介護事業所の生活相談員の資格等について

○ 指定居宅サービス等及び指定介護介護予防サービス等に関する基準について（平

成18年3月31日老計発第0331002号、老振発第0331002号、老老発第0331015号）

１ 人員に関する基準

（２）生活相談員（居宅基準第９３条第１項第１号）

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第46号）第５項第2項に定める生活相談員に準ずるものである。

○ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）

第５条第２項 生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当す

る者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

○ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）

第１９条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、

年齢２０年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱

意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければな

らない。

一 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学、旧大学令（大正7年勅令第3

88号）に基づく大学、旧高等学校令（大正7年勅令第389号）に基づく高等学校又

は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に基づく専門学校において、厚生労働大

臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

三 社会福祉士

四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省

令で定める者

○ 社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）

（法第１９条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者）

第一条の二 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第１９条第１

項第５号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 精神保健福祉士

二 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学において、法第１９条第１項

第１号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校

教育法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
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長 寿 第 ２ ２ ０ ９ 号

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ６ 日

各通所介護・介護予防通所介護事業所 管理者 様

岡山県保健福祉部長寿社会課長

（ 公 印 省 略 ）

通所介護・介護予防通所介護事業所における

生活相談員の資格要件の拡大について（通知）

通所介護・介護予防通所介護事業所（以下、「通所介護事業所」）における生活相談員の

資格要件は、特別養護老人ホームの設備及び運営の基準（平成１１年厚生省令第４６号）第

５条第２項に定める生活相談員（社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又

はこれと同等以上の能力を有すると認められる者）に準ずるものとされています。

このたび、「特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホームにおける生活

相談員の資格要件の拡大について」（別添通知）が発出され、特別養護老人ホーム等の生活

相談員の資格要件に「介護支援専門員」及び「介護福祉士」が追加されたため、通所介護事

業所における生活相談員の資格要件についても、これと同様に取り扱うこととします。

なお、資格要件のほか、利用者の生活の向上を図るため、適切な相談、援助等を行う能力

を有すると認められる職員の配置について配慮願います。

この取扱いは、岡山県指定の通所介護事業所に限られますので、ご留意ください。

また、本通知の適用に伴い、「通所介護・介護予防通所介護事業所における生活相談員の

資格要件について」（平成２４年６月８日長寿第５００号岡山県保健福祉部長寿社会課長通

知）は、廃止します。

（問合せ先）

岡山県保健福祉部長寿社会課

事業者指導班

℡ ０８６－２２６－７３２５
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長 寿 第 ２ ２ ０ ８ 号 
平成２９年 ２ 月 ６ 日 

各特別養護老人ホーム 
各養護老人ホーム 
各軽費老人ホーム 
各短期入所生活介護事業所 管理者 様 

岡山県保健福祉部長寿社会課長 
（公 印 省 略）   

 
特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホーム 
における生活相談員の資格要件の拡大について（通知） 

 
 特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホーム

（以下、「特別養護老人ホーム等」という。）における生活相談員の資格要件については、

法令・通知等により、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれ

と同等以上の能力を有すると認められる者と規定されています。 
 このたび、本県では、介護支援専門員及び介護福祉士が有する専門的知識や技能等に

鑑み、「介護支援専門員」及び「介護福祉士」を「これと同等以上の能力を有すると認め

られる者」として取り扱うこととし、特別養護老人ホーム等における生活相談員の資格

要件を次のとおりとします。 
ついては、資格要件のほか、入所者の生活の向上を図るため、適切な相談、援助等を

行う能力を有すると認められる職員の配置について配慮願います。 
 なお、この取扱いは、岡山県内（政令市・中核市を除く）に設置する特別養護老人ホ

ーム等にのみ適用されますので、ご留意願います。 
 

記 
 

「特別養護老人ホーム等における、生活相談員の資格要件」 

１ 「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者」（従前のとおり） 

（１）大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（３

科目主事） 

（２）厚生労働大臣指定の養成機関又は講習会の課程修了者 

（３）社会福祉士 

（４）厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験合格者 

（５）精神保健福祉士 

（６）大学において法第１９条第１項第１号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福

祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者 

２ 「これと同等以上の能力を有すると認められる者」 

（１）介護支援専門員 

（２）介護福祉士 

３ 適用開始時期 

平成２９年４月１日 

※なお、当該取扱いは、特別養護老人ホームの設備及び運営の基準（平成１１年厚生省

令第４６号）第５条第２項に定める生活相談員に準ずるものとされる短期入所生活介

護事業の生活相談員についても適用する。 

（問合せ先） 
岡山県保健福祉部長寿社会課 
事業者指導班 Tel:086-226-7325 31



○「３科目主事」指定科目の変遷（社会福祉法第１９条第１号）

昭和２５年～昭和５６年 昭和５６年～平成１１年

社会事業概論 （変更） 社会福祉概論

社会保障論 社会保障論

社会事業行政 （変更） 社会福祉行政

公的扶助論 公的扶助論

身体障害者福祉論 身体障害者福祉論

（追加） 老人福祉論

児童福祉論 児童福祉論

（追加） 精神薄弱者福祉論 （変更）

社会学 社会学

心理学 心理学

社会事業施設経営論 （変更） 社会福祉施設経営論

社会事業方法論 （変更） 社会福祉事業方法論

社会事業史 （変更） 社会福祉事業史

（追加） 地域福祉論

保育理論 保育理論

社会調査統計 社会調査統計

医学知識 医学知識

看護学 看護学

精神衛生学 精神衛生学

公衆衛生学 公衆衛生学

生理衛生学 生理衛生学

栄養学 栄養学

倫理学 倫理学

教育学 教育学

経済学 経済学

経済政策 経済政策

社会政策 社会政策

協同組合論 協同組合論

法律学 法律学

刑事政策 刑事政策

犯罪学 犯罪学

医療社会事業論 医療社会事業論

修身 （廃止）

以上３０科目のうち３科目 以上３２科目のうち３科目

（Ｓ25.8.29厚生省告示第226号） （Ｓ56.3.2厚生省告示第18号）

※科目名の読替あり ※科目名の読替あり

（H25.3.28社援発0328第3号) （H25.3.28社援発0328第3号)
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平成１１年～平成１２年 平成１２年～現在

社会福祉概論 社会福祉概論
社会保障論 社会保障論
社会福祉行政 （変更） 社会福祉行政論
公的扶助論 公的扶助論
身体障害者福祉論 身体障害者福祉論
老人福祉論 老人福祉論
児童福祉論 児童福祉論

（追加） 家庭福祉論
（変更） 知的障害者福祉論 知的障害者福祉論

（追加） 精神障害者保健福祉論
社会学 社会学
心理学 心理学
社会福祉施設経営論 社会福祉施設経営論
社会福祉事業方法論 （変更） 社会福祉援助技術論
社会福祉事業史 社会福祉事業史
地域福祉論 地域福祉論
保育理論 保育理論
社会調査統計 （変更） 社会福祉調査論
医学知識 （変更） 医学一般
看護学 看護学
精神衛生学 （廃止）
公衆衛生学 公衆衛生学
生理衛生学 （廃止）
栄養学 栄養学

（追加） 家政学
倫理学 倫理学
教育学 教育学
経済学 経済学
経済政策 経済政策
社会政策 社会政策
協同組合論 （廃止）
法律学 （変更） 法学

（追加） 民法
（追加） 行政法

刑事政策 （廃止）
犯罪学 （廃止）
医療社会事業論 医療社会事業論

（追加） リハビリテーション論
（追加） 介護概論

以上３２科目のうち３科目 以上３４科目のうち３科目

（Ｈ11.3.22厚生省告示第52号） （Ｈ12.3.31厚生省告示第153号）
※科目名の読替あり ※科目名の読替あり

（H25.3.28社援発0328第3号)

※ 科目名の読替等については厚生労働省のＨＰ参照のこと。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html
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社会福祉法第１９条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する 

社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について 

 

   平成１２年９月１３日社援第２０７３号 厚生省社会・援護局長通知 

 

 

  社会福祉法第１９条第１項第１号の規定に基づく厚生労働大臣の指定する社会福 

祉に関する科目については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定の一部を改正 

する件」（平成１２年厚生省告示第１５３号）により改正されたところであります 

が、今般、各科目について、読替えを行えるよう別添のとおり取扱いを改めること 

としましたので、参考までに通知いたします。 

 

 

  別添                                                                     

社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉 

に関する科目」の読替えの範囲等について                               

                                                                           

  １ 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲              

                                                                             

     社会福祉法第１９条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に 

  関する科目（以下「指定科目」という。）については、「社会福祉主事の資格に 

  関する科目指定」（昭和２５年厚生省告示第２２６号）に定められているところ 

  であるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。          

                                                             

 

 科 目 名      

 

読  替  え  の  範  囲 

 

社会福祉概論 

 

 

 

社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福祉

概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉総論

、社会福祉Ⅰ、社会保障制度と生活者の健康 

 

社会福祉事業

史 

 

 

①社会福祉事業史論、社会福祉発達史、社会福祉発達史論、社会事

 業史、社会事業史論、社会福祉の歴史 

②日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること 

 

社会福祉援助

技術論 

 

 

 

社会福祉援助技術、社会福祉援助技術総論、社会福祉方法論、社会

福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法総論、社会事業方

法論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシャルワ

ーク 

 

社会福祉調査

論 

 

社会調査統計、社会福祉調査法、社会福祉統計、社会福祉調査技術

、ソーシャルリサーチ論、福祉ニーズ調査論 

 

社会福祉施設

 

社会福祉施設経営、社会福祉施設運営論、社会福祉施設運営、ソー
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経営論 

 

シャルアドミニストレーション、社会福祉管理論、社会福祉管理運

営 

 

社会福祉行政

論 

 

 

社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政論、社会福祉法制、社

会福祉法概論、社会福祉計画論、社会福祉計画、ソーシャルプラン

ニング 

 

社会保障論 

 

社会保障、社会保障概論、社会保障制度と生活者の健康 

 

公的扶助論 

 

公的扶助、生活保護、生活保護論、生活保護制度論 

 

児童福祉論 

 

児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学 

 

家庭福祉論 

 

 

家庭福祉、母子福祉論、母子寡婦福祉論、婦人保護論、ファミリー

サポート、家族援助法 

 

保育理論 

 

保育原理、保育論 

 

身体障害者福

祉論 

 

 

 

 

①身体障害者福祉、身体障害者福祉概論 

②障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障

 害者福祉論、障害児・者福祉論 

（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っ 

ては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科目に該当する。） 

 

知的障害者福

祉論 

 

 

 

 

①知的障害者福祉、知的障害者福祉概論 

②障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障

 害者福祉論、障害児・者福祉論                      

（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っ 

ては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科目に該当する。） 

 

精神障害者保

健福祉論 

 

精神障害者保健福祉、精神保健福祉論、精神衛生学、精神衛生、精

神保健、精神医学 

 

老人福祉論 

 

老人福祉、老人福祉概論、高齢者福祉論、高齢者保健福祉論 

 

医療社会事業

論 

 

医療社会事業、医療福祉論、医療ソーシャルワーク 

 

 

地域福祉論 

 

 

地域福祉、協同組合論、コミュニティワーク、コミュニティオーガ

ニゼーション、地域福祉学 

 

法学 

 

法律学、法学概論、基礎法学 

 

民法 

 

民法総論 
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行政法 

 

行政法総論、行政法概論 

 

経済学 

 

経済学概論、経済原論、基礎経済学 

 

社会政策 

 

社会政策論、社会政策概論、労働経済、労働経済学 

 

経済政策 

 

経済政策論、経済政策概論 

 

心理学 

 

心理学概論、心理学概説、心理学総論 

 

社会学 

 

社会学概論、社会学総論 

 

教育学 

 

教育学概論、教育原理 

 

倫理学 

 

倫理学概論、倫理原理 

 

公衆衛生学 

 

公衆衛生、公衆衛生論、公衆衛生概論 

 

医学一般 

 

 

 

①医学知識、医学概論、一般臨床医学 

②人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修してい

 ること。 

 

リハビリテー

ション論 

 

リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーショ

ン概論 

 

看護学 

 

看護学概論、看護原理、看護概論、基礎看護学 

 

介護概論 

 

介護福祉論、介護総論、介護知識 

 

栄養学 

 

栄養学概論、栄養学総論、栄養指導、栄養・調理 

 

家政学 

 

 

家政学概論、家政学総論 

 

                                                                            

 ２ 個別認定                                                             

   上記１の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科 

  目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当 

  する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の６か月前まで 

  に別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。          

   なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則（平成１２年厚生省 

  令第５３号）の別表第１に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査につい 

  ては、「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」（平 

  成１２年９月１３日社援第２０７４号厚生省社会・援護局長通知）の別添「社会 
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  福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」に示す各授業科目の目標及 

  び内容に対応しているか否かを判断基準とするので、留意されたいこと。      

   この場合、既に「社会福祉士及び介護福祉士法第７条第１号に基づく指定科目、 

  同条第２号に基づく基礎科目及び第３９条第２号に基づく社会福祉に関する科目 

  の読替えの範囲について」（昭和６３年２月１２日社庶第２８号厚生省社会局長 

  通知）に基づき個別認定を受けている科目については、この通知による個別認定 

  を受けたものとみなすものとすること。                 

                                                                            

 ３ 平成１２年４月１日から適用とする。                                   
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社会福祉法第１９条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する 

社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について 

 

平成２０年７月３１日社援発第０７３１００２号 厚生労働省社会・援護局長通知 

 

 

  社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 19 条第１項第１号の規定に基づく厚生労

働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下「指定科目」という。）については、

「社会福祉主事の資格に関する科目指定」（昭和 25 年厚生省令第 226 号）により定

められているところであるが、今般、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律

第 30 号）が改正され、社会福祉士養成課程及び介護福祉士養成課程が見直されたこ

とに伴い、指定科目の読替の範囲を別添のとおり改正したので、参考までに通知す

る。なお、本通知は平成 21 年４月１日以降の入学者から適用とすることとし、当該

適用の日より前の入学者については、従前の例によることとする。 

 

  別添                                                                     

社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉 

に関する科目」の読替えの範囲等について                               

                                                                           

１ 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲              

                                                                         

社会福祉法第 19 条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に

関する科目（以下「指定科目」という。）については、「社会福祉主事の資格に

関する科目指定」（昭和 25 年厚生省告示第 226 号）に定められているところであ

るが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。 

なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称（以下「科目名」と

いう。）が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するもの

として取り扱って差し支えない。 

（１）科目名の末尾に、「原論」、「（の）原理」、「総論」、「概論」「概説」、

「論」、「法」、「（の）方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複

数の語句が加わる場合 

（２）「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」（平成

12 年９月 13 日付け社援第 2074 号厚生省社会・援護局長通知）の別添「社会

福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」（以下「シラバス通知」

という。)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末尾に「Ⅰ、

Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された

科目の全てを行う場合 

（３）（１）及び（２）のいずれにも該当する場合 

  

（例１）「社会政策」に相当する科目を行う場合 

・（１）に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。 

・（２）に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。 

・（３）に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも可。 
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（例２）「介護概論」に相当する科目を行う場合 

・（１）に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学

総論」等でも可。 

・（２）に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。 

・（３）に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等でも可。  

                                                             

 

 科 目 名      

 

読  替  え  の  範  囲 

 

社会福祉概論 

 

 

社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福

祉 

 

社会福祉事業

史 

 

 

①社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史 

 

②日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること 

 

社会福祉援助

技術論 

 

 

 

①社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワ

ーク 

②相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法の２科目 

 

社会福祉調査

論 

 

社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、

ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会調査の基礎 

 

社会福祉施設

経営論 

 

 

社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレ

ーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織

と経営 

 

社会福祉行政

論 

 

 

社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会

福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福

祉計画 

 

社会保障論 

 

社会保障、社会保障制度と生活者の健康 

 

公的扶助論 

 

公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活

保護制度 

 

児童福祉論 

 

①児童福祉 

 

②児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに家庭福祉

論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２科目 

 

家庭福祉論 

 

①家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、ファミリーサポ
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 ート、家族援助 

 

②児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに児童福祉

論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２科目 

 

保育理論 

 

保育 

 

身体障害者福

祉論 

 

 

 

 

①身体障害者福祉 

 

②障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児・者福祉 

（身体障害者福祉と知的障害者福祉を含んでいるものに限って

は身体障害者福祉と知的障害者福祉の２科目に該当する。） 

 

知的障害者福

祉論 

 

 

 

 

①知的障害者福祉 

 

②障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児・者福祉 

（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の内容を全て含んでい

るものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科

目に該当する。） 

 

精神障害者保

健福祉論 

 

精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保健、精神医

学 

 

老人福祉論 

 

老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介

護保険制度 

 

医療社会事業

論 

 

医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク 

 

地域福祉論 

 

 

地域福祉、協同組合、コミュニティワーク、コミュニティオーガニ

ゼーション、地域福祉の理論と方法 

 

法学 

 

法律学、基礎法学 

 

民法 

 

民法総則 

 

行政法 

 

 

 

経済学 

 

基礎経済 

 

社会政策 

 

労働経済 

 

経済政策 
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心理学 心理学、心理学理論と心理的支援 

 

社会学 

 

社会理論と社会システム 

 

教育学 

 

 

 

倫理学 

 

 

 

公衆衛生学 

 

公衆衛生 

 

医学一般 

 

 

 

①医学知識、医学概論、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病 

 

②人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修してい

ること。 

 

リハビリテー

ション論 

 

リハビリテーション、リハビリテーション医学 

 

看護学 

 

看護、基礎看護 

 

介護概論 

 

介護福祉、介護、介護知識 

 

栄養学 

 

栄養、栄養指導、栄養・調理 

 

家政学 

 

 

                                                                            

 ２ 個別認定                                                             

   上記１の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科

目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当

する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の６か月前まで

に別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。          

     

なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則（平成 12 年厚生省令

第 53号）の別表第１に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査については、

シラバス通知に示す各授業科目の目標及び内容に対応しているか否かを判断基準

とするので、留意されたいこと。この場合、既に「社会福祉士及び介護福祉士法

第７条第１号に基づく指定科目、同条第２号に基づく基礎科目及び第 39 条第２号

に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲について」（昭和 63 年２月 12 日

社庶第 28号厚生省社会局長通知）に基づき個別認定を受けている科目については、

この通知による個別認定を受けたものとみなすものとすること。                

 

 

 ３ 平成１２年４月１日から適用とする。                                   
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別添                                                                     
 
社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」

の読替えの範囲等について                                                                                                          
 
 

１ 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲              
                                                                         

社会福祉法第 19条第１項第１号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉 

に関する科目（以下「指定科目」という。）については、「社会福祉主事の 

資格に関する科目指定」（昭和 25年厚生省告示第 226号）に定められている 

ところであるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。 

なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称（以下「科目名」

という。）が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当する

ものとして取り扱って差し支えない。 

（１）科目名の末尾に、「原論」、「（の）原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、

「法」、「（の）方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句

が加わる場合 

（２）「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」（平

成 12年９月 13日付け社援第 2074号厚生省社会・援護局長通知）の別添

「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」（以下「シラ

バス通知」という。)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目

名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、

かつ、当該区分された科目の全てを行う場合 

（３）（１）及び（２）のいずれにも該当する場合 

（例１）「社会政策」に相当する科目を行う場合 

・（１）に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。 

・（２）に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。 

・（３）に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも 

可。 

（例２）「介護概論」に相当する科目を行う場合 

・（１）に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉 

学総論」等でも可。 

・（２）に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。 

・（３）に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等 

  でも可。 
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科目名 読  替  え  の  範  囲 

社会福祉概論 社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現

代社会と福祉 

社会福祉事業史 ① 社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社

会福祉の歴史 

② 日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修し

ていること 

社会福祉援助技術論 ① 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、

ソーシャルワーク、相談援助 

② 相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法

の２科目 

社会福祉調査論 社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉

調査技術、ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会

調査の基礎、社会調査 

社会福祉施設経営論 社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアド

ミニストレーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営

、福祉サービスの組織と経営 

社会福祉行政論 社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉

法制、社会福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニ

ング、福祉行財政と福祉計画 

社会保障論 社会保障、社会保障制度と生活者の健康、社会保障制度 

公的扶助論 公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する

支援と生活保護制度 

児童福祉論 ① 児童福祉、児童家庭福祉、子ども家庭福祉、こども

家庭福祉 

② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並び

に家庭福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のい

ずれかの２科目 

家庭福祉論 ① 家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、フ

ァミリーサポート、家族援助 
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② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並び

に児童福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のい

ずれかの２科目 

保育理論 保育 

身体障害者福祉論 ① 身体障害者福祉 

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（

・）者福祉 

 

  （身体障害者福祉と知的障害者福祉を含んでいるもの

に限っては身体障害者福祉と知的障害者福祉の２科目

に該当する。） 

知的障害者福祉論 ① 知的障害者福祉 

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（

・）者福祉 

（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の内容を全て含

んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者

福祉論の２科目に該当する。） 

精神障害者保健福祉

論 

精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保

健、精神医学、精神障害者福祉 

老人福祉論 老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対す

る支援と介護保険制度 

医療社会事業論 医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク 

地域福祉論 地域福祉、協同組合、コミュニティ（ー）ワーク、コミ

ュニティ（ー）オーガニゼーション、地域福祉の理論と

方法、コミュニティ（ー）福祉 

法学 法律学、基礎法学、法学入門 

民法 民法総則、民法入門 

行政法  

経済学 経済、基礎経済、経済学入門 

社会政策 社会政策、労働経済 

 

経済政策  

心理学 心理、心理学理論と心理的支援、心理学入門 

社会学 社会理論と社会システム、社会学入門 

教育学 教育、教育学入門 
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倫理学 倫理、倫理学入門 

公衆衛生学 公衆衛生、公衆衛生学入門 

医学一般 

 

① 医学知識、医学、医学入門、一般臨床医学、人体の構

造と機能及び疾病、人体の構造（・）機能（・）疾病 

② 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促

進を履修していること。 

リハビリテーション論 リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビ

リテーション入門 

看護学 看護、基礎看護、看護学入門 

介護概論 介護福祉、介護、介護知識、介護の基本、介護学入門 

栄養学 栄養、栄養指導、栄養（・）調理、基礎栄養学、栄養学

入門 

家政学 家政、家政学入門 

 

２ 個別認定 
  上記１の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指 
定科目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするの 
で、該当する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の 
６ヶ月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたい 
こと。 
 なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則（平成 12 年厚 
生省令第 53 号）の別表第１に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査 
については、シラバス通知に示す各授業科目の目標及び内容に対応している 
か否かを判断基準とするので、留意されたいこと。この場合、既に「社会福 
祉士及び介護福祉士法第７条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく 
基礎科目及び第39条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲に 
ついて」（昭和 62 年 2 月 12 日社庶第 28 号厚生省社会局長通知）に基づき個 
別認定を受けている科目については、この通知による個別認定を受けたもの 
とみなすものとすること。 
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11　提出先一覧 令和５年４月１日現在

*申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ提出してください。

*岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所については、所在地の市役所担当課へ提出してください。

所在地 管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒703-8278

岡山市中区古京町１-１-１
７

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

〒710-8530

倉敷市羽島１０８３
笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

〒708-0051

津山市椿高下１１４

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、
西粟倉村、久米南町、美咲町

〒700-0913

岡山市北区大供３－１－１８
KSB会館４階

　岡山市
 （みなし指定を受けている事業所を含む）

〒710-8565

 倉敷市西中新田６４０
　倉敷市
（みなし指定を受けている事業所を含む）

〒718-8501

新見市新見310-3
　新見市
（みなし指定を受けている事業所を含む）

１２　生活保護法等による指定介護機関の取扱いについて

電話番号
FAX番号

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

担当課

電話 086-212-1012
FAX　086-221-3010

電話 086-426-3297
FAX　086-426-3921

電話 0867-72-6125
FAX　0867-72-1407

岡
山
県

岡山市保健福祉局

事業者指導課

倉敷市保健福祉局

指導監査課

新見市福祉部

福祉課施設指導係

電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

　介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者、介護保険
施設及び指定介護予防サービス事業の指定・許可を受けた場合には、生活保護法並びに中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律に定められた指定介護機関として指定を受けたものとみなされま
す。
　岡山市及び倉敷市以外の指定介護保険事業所・施設で、生活保護法等の指定介護機関と
しての指定を不要とする場合に限り、次の岡山県子ども・福祉部障害福祉課のホームペー
ジをご覧になり、所定の申出書を障害福祉課保護班へ提出してください。
　　https://www.pref.okayama.jp/page/388554.html
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